
　畜産物については、放射性物質への対応として、①安全な飼料の給与等、家畜の適
切な飼養管理の徹底、②出荷前の放射性物質検査の実施、③検査結果に応じた出荷制
限の措置等を行うことで、安全性の確保が図られています。
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